
 
入札公告 

小中学校電子黒板ＯＳ更新について、事後審査型制限付き一般競争入札を下記のとおり行うので、入

札について必要な事項を公告する。 
令和７年５月１６日 

瑞穂市長 森   和  之     
 

記 
１．一般競争入札に付する事項 
（１）仕様書番号  瑞教物第２１号 

（２）事業名    小中学校電子黒板ＯＳ更新 

（３）納入場所   市内小学校７校、市内中学校３校、教育支援センター 

（４）納入期限   契約日から令和７年９月３０日 

（５）事業目的 

ＩＣＴ教育推進のため、瑞穂市立小中学校及び教育支援センターに電子黒板を配備している

が、この電子黒板用デスクトップパソコンのオペレーティングシステム（Windows10）のサポ

ートが令和７年１０月で終了するため、デスクトップパソコン本体を更新するもの。 

なお、一部のパソコンについてはアップデート対応のみとする。 

 （６）概要 

     電子黒板専用スモール型デスクトップパソコン ２１３台、専用ソフトウェア２１３式、耐

震ジェル等を調達し、瑞穂市の指示に従い設置、設定等を行う。 

     なお、アップデート対応のみとなるパソコンは６６台。 

（７）入札書に記載する金額（以下「入札書記載金額」という。） 

落札決定に当たっては、入札書記載金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算

した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもっ

て落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを

問わず積算した契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。 

総額（税抜）は、調達機器、既存ネットワーク及び設定情報等の環境調査、整備に関わる設

計、構築（ケーブル敷設、据付等）、動作検証及び各種調整等、受注者が実施する本整備事業

を行うのに必要な全ての事項における費用とする。また、内訳を添付すること。 

（８）予定価格   事後公表 

（９）本購入事業の入札は、紙入札で行う。 

２．一般競争入札参加資格要件 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者でないこと。 

（２）この告示日において、令和７年度の瑞穂市入札参加資格者名簿の大分類「文具・事務用品」の

中分類「コンピュータ用品」に登録されている者であって、瑞穂市及び隣接の市町（岐阜市、大

垣市、本巣市、安八町、神戸町、大野町、北方町）に有する本店・支店又は営業所で登録されて

いる者であること。 

（３）この告示日から入札日までのいずれの日においても、岐阜県及び瑞穂市から入札参加資格停止

措置に関する規程に基づく指名停止措置を受けていないこと。 



（４）瑞穂市が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（平成２２年瑞穂市告示第１５７号）第

３条の規定に該当しない者であること。 

３．入札日程 

手続等 期間・期日 方法・場所 

設計図書の閲覧・

配布 

令和７年５月１６日（金） 

午前９時００分から 

瑞穂市役所 穂積庁舎 
財務情報課にて配布 
（瑞穂市別府１２８８番地） 

入札参加の申請書

の配布及び提出期

間 

 

令和７年５月１６日（金） 

午前９時００分から 

令和７年５月２３日（金） 

午前１１時００分まで 

 

本件一般競争入札に参加しようと

する者は、事後審査型制限付き一般競

争入札参加申請書（様式第１号）を次

に定めるところにより提出すること。 
申請書は瑞穂市役所財務情報課で配

布する。提出は期日までに財務情報課

へ持参すること。 

質問の受付 令和７年５月１６日（金） 

午前９時００分から 

令和７年５月２３日（金） 

午前１１時００分まで 

 

質疑書を持参またはＦＡＸすること

により行う。ただしＦＡＸ送付後は、

到着しているかの確認を電話で行う

こと。 

また、期日までに質疑書の提出がない

場合は、質疑がないものとみなす。 

送付先：財務情報課 

ＴＥＬ：058-327-4131 

ＦＡＸ：058-327-4103 

回答書の送付 令和７年５月２７日（水） 

午後５時００分まで 

FAXで回答書を送付する。 

 

参加資格の確認 令和７年５月２７日（水）まで 郵送により送付する。 

 

入札及び開札を行

う日時・場所 

令和７年６月４日（水） 

午後１時３０分 

瑞穂市役所 穂積庁舎 ３階 

 第１会議室 

（瑞穂市別府１２８８番地） 

 

代表者以外が入札する場合は委任状

を必ず持参すること。 

予定価格の範囲内で最低価格をもっ

て入札した者を落札候補者とする。た

だし、落札者がない場合は、直ちに再

度入札を１回だけ行う。 

確認資料の提出

（落札候補者の

み） 

落札候補者となった旨の通知のあった

日の翌日から起算して２日以内 

事後審査型制限付き一般競争入札参

加資格確認申請書（様式第２号）を財

務情報課まで持参により提出するこ

と。 

入札結果の公表 契約締結日以降 財務情報課にて閲覧 

 



４．開札 

（１）市は、予定価格の範囲内で最低価格をもって入札した者から落札候補者を決定し、かつ、落札

者が決定するまで、最も入札価格の低い者から順に入札参加資格の審査を行い、後日、落札決定

する旨の宣言をし、開札を終了する。 

（２）開札の結果、前項の落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、落札決

定を保留したうえで、くじにより落札候補者及びその次の順位以降の者（以下「次順位者」とい

う。）を決定するものとする。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。 

５．落札者の決定 

（１）落札候補者の入札参加資格を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に、当該

入札者を落札者として決定するので、指示のあった日の翌日から起算して２日以内（休日を除く。）

に、次に掲げる書類を瑞穂市役所総務部財務情報課まで持参すること。 

①事後審査型制限付き一般競争入札参加資格確認申請書（様式第２号） 

（２）落札候補者が提出期限内に確認申請書等を提出しないときは、当該落札候補者のした入札は無

効とする。 

６．入札の無効 

 次の各号に該当する場合は、その入札を無効とする。 

（１）入札者の資格を有しない者が入札したとき。 

（２）入札書に記名押印のないとき、又は記載内容が明らかでないとき。 

（３）入札事項を表示しないとき、又は一定の金額をもって価格を表示しないとき。 

（４）入札者が同一事項に対し、２以上の入札をしたとき。 

（５）入札者が他人の代理をしたとき、又は代理人が他人の代理を兼ねたとき。 

（６）入札に関し、談合等の不正があったとき。 

（７）その他あらかじめ指定した事項に違反したとき。 

７．入札参加資格要件の審査等 

（１）市は、入札告示に示す入札参加資格要件に基づき、落札候補者が当該要件を満たしていること

の審査を行い、審査の結果、落札候補者が当該要件を満たしている場合は落札決定とし、満たし

ていない場合は次順位者から順次審査を行い、適格者が確認できるまで行う。なお、審査の結果、

落札者が決定したときは、他の入札参加者の資格審査は行わない。 

（２）入札参加資格要件の審査は、書類の提出期限日の翌日から起算して３日以内（休日を除く。）

に行う。 

８．落札決定の通知等 

（１）市は、落札を決定したときは、当該落札者にその旨を速やかに通知する。 

（２）市は、審査の結果、当該審査の対象者が入札参加資格を有していないことを確認したときは、

当該対象者に対してその旨を通知する。この通知を受けた者は、通知を受けた日から起算して２

日以内（休日を除く。）に、その理由について書面で問い合わせることができる。 

９．入札保証金 免除 

10．契約保証金 免除 

11. 議会の議決 

   瑞穂市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成１５年条例第４０

号）の規定による。議会の議決を要する場合は、落札後速やかに仮契約を行い、市議会の承認後本



契約を締結する。 

12．入札又は開札の中止 

   天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を中止することがある。この場合における損

害は、各入札者の負担とする。 

13．落札の無効 

   落札者が、特別の理由もなく落札決定の日から７日以内（休日を除く。）に契約を締結しない場

合は、その落札を無効とする。 

14．契約書作成の要否 要 

15．談合行為に対する措置 

   落札者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（昭和２２年法律第５４号）第３条

若しくは第８条第１項第１号又は刑法（明治４０年法律第４５号）第９６条の３に違反した場合は、

当該契約をした契約金額の１０分の１に相当する金額を支払わなければならない。 

16．その他 

（１）郵便又は通信による入札は認めない。 

（２）一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回することはできない。 

（３）入札参加者が１人だけの場合は、入札を中止することがある。 

（４）代理人が入札する場合は、入札執行前に委任状を提出しなければならない。提出する委任状は

代理権の範囲、代理人の氏名及び代理人が使用する印鑑を明示し、委任者が記名押印したものと

する。なお、この場合における入札書の入札者名及び押印は、代理人が記名押印（何某代理人何

某と表示）すること。 

（５）入札会場においては、静粛を保ち私語を慎むこと。 

（６）落札決定までは、原則として入札会場の出入りを禁止する。 

（７）その他この告示に記載していない事項については、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）、

同法施行令（昭和２２年政令第１６号）及び瑞穂市契約規則（平成１５年規則第４６号）等関係

法令の定めるところによる。 

 


